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広報資料 

（市政同時） 

令和２年８月１９日 

ウィズコロナ社会における市民と観光客の安心・安全の 

確保に向けたアドバイザーチーム 

事務局：京都市産業観光局観光ＭＩＣＥ推進室 

746-2255 

公益社団法人京都市観光協会 

受入環境整備課 213-0070 

 

新しい生活スタイル対応のための感染症対策補助金の創設について 

 

京都市及び公益社団法人京都市観光協会は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、市

民及び観光客の安心・安全を確保するとともに、感染症対策と経済活動の両立を促進し、感染

症予防・拡大防止対策と観光の両立及び市民生活・地域コミュニティと観光の更なる調和を図

ることを目的として、この度、京都市内の店舗、事業所等を対象に、新しい生活スタイル対応の

ための感染症対策に係る経費の一部を補助する制度を創設しますので、お知らせいたします。 

 

１ 事業概要 

（１）補助対象者 

京都市内に不特定多数の市民及び観光客が利用する店舗、来客型の事業所等（以下「店舗

等」という。）を有する中小企業等のうち、「ウィズコロナ社会における市民と観光客の安

心・安全の確保に向けたアドバイザーチーム」（事務局：京都市産業観光局観光ＭＩＣＥ推

進室、以下「アドバイザーチーム」という。）による助言等を受けた事業者の方 

※ みなし大企業、暴力団密接関係者、性風俗業及び無許可営業に該当するもの等を除く。 

※ アドバイザーチームによる助言のほか、保健所等の京都市の関係機関からの助言や指

導に基づいて実施する感染症対策についても補助金の対象となります。詳しくは、下記

の問い合わせ先までご相談ください。 

※ 本補助金を申請される方には、ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの掲示及び京

都市新型コロナあんしん追跡サービスの導入についても実施いただく必要があります。 

  アドバイザーチームによる助言を受けるためには 

 まずは「アドバイザーチームによる事業者の感染症対策等サポートナビ」（以下「サポ

ートナビ」という。）を御覧ください。 

感染症対策等に関する事業者の皆さまの具体的な疑問に対し、保健師等をはじめとし

た専門スタッフが助言を行います。 

   ○サポートナビＵＲＬ 

https://www.newstyle-kyoto.com/ 

 

アドバイザーチームによる 
事業者の感染症対策等サポートナビを活用し， 
感染症対策の充実を図りましょう！ 

https://www.newstyle-kyoto.com/
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  助言等の流れ 

ア 専用フォーム等による相談 

感染症対策等に関する疑問があるときは、サポートナビへ、専用フォーム又は電話に

より御相談ください。 

    専用フォーム：上記ＨＰからアクセス 

電 話：０５７０－０１０００８ 

（受付時間 ９時～１７時（土日祝日、年末年始除く）） 

イ 研修動画の履修 

サポートナビホームページ中に、アドバイザーチーム顧問の監修による研修動画

「「新しい生活スタイル」対応のための感染症対策」を掲載しています。“漠然と感染症

対策等について不安がある”方等は、先ずは同研修動画を御覧ください。 

※ 研修動画で履修した内容に基づき実践される感染症対策についても、補助金を受

けることができます。 

（２）補助対象事業及び補助対象経費 

補助対象事業 補助対象経費 

助言等に基づ

き実施する感

染症対策に係

る経費 

感染症対策のための備品、什器又は機器の調達等に必要な経費 

（例示） 

・キャッシュレス等の非接触型設備の導入、事前予約システムの導入 

・抗菌・抗ウイルス処理加工の施工 

・フェースシールド、自動手指消毒器、消毒対応足ふきマット、使い捨て

スリッパ、空気清浄機、サーモグラフィー等の購入やレンタル 

・店舗等の利用者に対し、マスク着用等の衛生対策を講じるよう啓発、注

意喚起するためのポスターの制作 

・仕切り板、パーテーション購入やレンタル、客室の個室化を行うための

設備工事費 

・網戸の設置、換気設備の更新・増設 

・自動水栓器、自動開閉便座の設置、従業員用の洗面台の新設工事 など 

（３）補助対象外経費 

ア 助言等を得るまでもなく、最低限取り組むべき感染症対策として一般化している次の

消耗品を調達するための経費 

・マスク、消毒液（アルコール、次亜塩素ナトリウム等）、洗剤、石鹸 

イ 既に取り組まれている対策に係る消耗品を追加で調達するための経費 

ウ その他感染症対策としての取組であると認められないもの 

（例示） 

・販売商品の仕入れ・調達 

・デリバリー、テイクアウト、ネット販売、広告宣伝費等、新たな販路拡大に係る経費 

 など（詳細は本件補助金要綱を参照） 
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（４）補助対象事業の実施期間 

令和２年８月５日（水）（サポートナビの設置日）から令和３年２月２８日（日）までに

完了する事業 

（５）補助金額 

補助率   補助対象経費の２／３以内 

補助限度額 不特定多数の市民及び観光客が利用する京都市内の店舗等について、１店

舗等につき１０万円まで。 

ただし、１事業者当たり１０店舗等を上限とする。 

※ 予算の上限を超える申請があった場合は、実際の交付額が補助率を下回ることがあり

ます。 

※ 国や自治体、他の行政機関等から補助金を受ける（受けた）事業についても申請可能で

すが、国等の補助金がある場合、本補助金との合計額が事業費の総額を超えて受けるこ

とはできません。 

※ 他の補助金と重複して申請することが禁止されている補助金（例：新型コロナウイル

ス感染症対策中小企業者等支援補助金（京都府））と同一の経費を申請することはできま

せん。 

（６）申請受付期間 

令和２年９月１４日（月）から令和２年９月２５日（金）まで（当日消印有効） 

（７）受付方法 

郵送のみ 

  ※ 新型コロナウイルス感染症防止のため、持参での受付は行いません。 

（８）審査結果の通知 

申請受付期間終了後に交付対象事業の審査を行い、交付・不交付決定通知書を各申請者

に送付します。 

（９）その他 

記載事項及び関係書類において虚偽が判明した場合は、補助金の返還を求めます。 

 

２ 申請書郵送先、問い合わせ先 

申請書郵送先 

 〒604－8005 

京都市中京区河原町通三条上る恵比須町４２７番地 

京都朝日会館内 

「新しい生活スタイル対応のための感染症対策補助金」事務局宛 

問い合わせ先 

「新しい生活スタイル対応のための感染症対策補助金」事務局 

電話：０７５－２１３－００３０ 

（受付時間 ９時から１７時（土日祝日、年末年始除く）） 

 


